
鬼北Ｆ住宅リ フォーム補助制度にＷるＱａＡ

ＱＩ　対象となるリ フォーム等工事のｌｊ９容はどのような工事ですか７

Ａ１　 緊紙筧象工事一覧表をご参考下さい。対象と なるか否か判縦しがたい場ｉ合は、 建設氛

までお問合せ下さ い。

Ｑ２

Ａ２

「次世代住宅ポイ ント制度」を利用 した場合、補助串請はでき ますか７

申請でき ます。

Ｑ３　 住ｔ リフ ォーム等工事はいつか ら着工できま すか７

Ａ３　 補助金の交付申請をしていただき、 交叭決定の自知が届いた後、工事着手していただ

くこ とになり ます。なお、 工事期間が短い、 或いは自 己判断に より 、補助対象者 ・２４象

住ｔ ・対象工事の要件に該肖しているこ とが獸ちかである場合は、 交付申請後に着工で

きますが、審をの結果筒象 とな らないと 判ｐりｆ されため合は、補助をを交付するこ とはで

きません。

Ｑ４　アパート、借し家の増改築 ・リ フォーム等工事は対象となりますか７

Ａ４　持ち家でないため、原則、 対象とな りません。

Ｑ５　アルミ製の既製品のサンルームなどの設置工事は対象となりますか７

Ａ５　 住宅の一部の増築 として対象と なり ます。ただし、社内建築業者が補助筒象工事の圭た

る施工業者で ある こと に該 售す る場合です。

Ｑ６　 串請書にある 「申請者」は誰を指すのですか７

Ａ６　 基本的には、 その住宅にお住まいになっている方 （利用関係によっては、所有者）で、

住宅のリ フォ ーム等を行う 方が 串請者と なり ます。補助金は、 一定の手続き 後、 申請者の

方に振り ｊきまれます。よ って、工事請負者 （施工者）の方が申請者と なる こと はあ りませ

ん。 なお、申請書類等の提出等手続きに あた り、 申請者の代週１と して、施工者の方が窓口

に持参するな ど行 うこ とは構いません。

Ｑ７　串請者と住宅の｝９ｉ有者が異なる場合のＳ付書類で、「その関係を示す書類」 とはどういう書

類を添付すればいいのですか７

Ａ７　 申請者の方と所有者の親子関係がわかる書類 （Ｆ籍抄本な ど） を添付して下さい。ま

た、 既に所有者である親が お１ごく なり にな って おり 、居住者であ る申 請者に名 義を変更

する 手続きがおこ なわれて いない場合も 同様 とし ます。

Ｑ８　店舗等併用住宅の補助対象範囲はどのように判断すればよいですか７

Ａ８　 併用住ｔについては、 延べ面積の１ ／２ むえ上をＪａ住のＪ１１に供し、かつ、 ｇ住ぷ外部分

が５ ０ｎｊを加えないこと をＷ件と していますが、補助が象範囲と しては、 基本的に住ｔ



に嚊、る 工事を万象と します。 したがっ て、 店舗等に係る新築 ・増改築 ・リ フォーム等工

事は補助が象 とな りませんので注意 して下さ い。 なお、ｔ築Ｓを体に吼、る ｍ根やタトセ工

事な どは補助が象 として扱 うこ とと しま す。 また、工事に｛京 る嶌経費等については、住

宅加分と 店憔等部おを・積按ｊ し、 住宅部むの｝ニヒ率で９・ を補助が象と しま す。

Ｑ９　鬼北ＩＪ＾住宅リ フォーム補９制度の串請は、何回でもできるのですが？

Ａ９　 申請する 住宅 Ｉや‾ｋび申請希１人 において、一回回 りです。 ほら れた予算 を多 くの Ｆ］‘

Ｒの皆様にご利用 しで頂けるよ うご協力お願いします。なお、 工事途中でリ フォーム等

工事内容 ・箇所に変更が生じた場合などはお回合せく ださい。

Ｑ１ ０　 １１ｆ内建築業者とは７

Ａ１ ０　 鬼北１１１「内に本店や支店な ど事業所 （１１１ｒＦ’ｉ にお住まいの個人の大工さんや個人経営の

工務店を含む）を有する業者の方々 です。原則と して営業所は対象にな りません。

Ｑ１ １　 １ｆの他の補助制度を受けていると対象外となり ますか７

Ａ１ １　 ｔ域木材利用木造住宅せ築補助金（農林課） 、バ リア フジ ー等改修 （保ｔ介護暴、）

、耐震工事加計費補助を、 耐震工事監‾ｔ費補助金（建歌鶚、）な どを受け る予定の工事は

篶象弗と なり ます。耐震改修工事補助金 （建取蔦、） について は、 耐震改修にＲする 費ＪＩ

から耐震改修工事に伴 う補助金を差 しり ｜いた金額を補助が象 とします。ただし、重複し

ない工事については補助を受け るこ とが ｊｌ能です。

Ｑ１ ２　 ４１越ししてきたので、回］‘民税や固定資産税を鬼北肖ｆに支払ったことがない場合は補９

対象者となり ますか７

Ａ１ ２　 ぢ税の滞納者でなければ、 補助対象者と なり ます。



ＮＯ

１　 住宅の増築

住宅 リフォーム工事　補助対象工事一覧表

リフ ォーム等の内容

２　 住宅の改築又 は耐震化工事

（耐震鼈計・ 工事監理は含まな い）

３

４

住宅と別棟の車庫、カーポ ート、物置等の鼈置工事

併ｍ住宅 （ｇ住部分１／２ ぶ上）の工事

５　 住宅の解体工事

（筒象住宅の一部 を解体、 若し くは増築する 場所 を確保

するための解体）

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

ホームエレベ ーターの設置

屋根、夕｜ヽＭ、 軒天の塗装、 防水工事

ｍ根、壁、天井、 床、 窓の断熱化工事

蕉どいの取替 え工事

床フ ロｊ ング 、ｅ、天井ク ロスの張替え工事

をの取替え

ドア、襖、障子等の建具工事

きガ ラス ・網 ‾鈩の交換

カウンター、 棚、 収納の造作、 システム収納、システムキッチン等のａ置

シロアリ駆除、シロアリ防止等の防除ｍ。１１

外構工事 （門 ・塀 ・擁壁・ 舗装等）

造園 工事 （屋根緑化含）

ウッ ド了ッキ、パ ーゴ ラ（東屋）の設置

室Ｆ大Ｊ カーテン等の取替え

浴室、ユニッ トバ ス、 トイ レ、 洗面の改修・ 設置

ガス、給排水管の工事

下水道等排水鼈備工事

２３　換気扇、 換気を精機ロスナイ（熱交換機能・ を気清浄

フィ ルターを搭載した同時給排気形の換気扇）の設置

対
象
○

備考

鬼北罵

確認申請が必要なものは、 申請前に確

簒済証を 旬、得す ること

ム　 建箍氛の補助 申請 をす るも のはフいＴ。

祖し 、耐震化エ事は費用か ら補助金額

は差 しり ｜い た金額で算定

×

ム　 住宅部分Ｊふ１、 夕｜ヽの 肖ｌ装イぼ繕や増築は莠

‾叭。Ｊ§Ｒ根や外装で住宅部分と 不‾鳶分の

工事はｉｉ］‘

ム　 増改築に伴う ものは１‘

Ｗ救農に補助の申請をする ものは万

可

○

○　 コーキング改修を含む

○
　
○

○

○

○
　
○

○

△

×

×

×

ム

○

○

○

塗装 も含む

表替 えも 含む

造り 付けであ ること

リフ ォーム工事等 と一体で あればｊＴ

住宅ではないのでフＦ ｉｉＴ

ｉｊ３１」途建設ほに危険ブロ ック塀補助あり

住宅ではないのでフド ‾ｉｉｆ

住宅ではないので万‾吭

内装工事等と一体であればｉｉ］‘

リフ ォーム工事等 と一体であれば可

リフ ォーム工事等 と一体であれば７ｉ］‘（指定

工事店により 施工する こと）

○　 リフォーム工事等 と一体であれば凧



２４　エアコン ・薪ストブ・ ほ房器瓶のＲ置工事

２５　火災報知器の設置

２６　がス、電気給湯器 ・灯加ボ イラー・ 電気ａ水器、 ＩＨ 機器床

暖房ａ備、蓄熱暖房設備、 太陽熱ａ水器のＲ置工事

２７　太陽光発電（屋根と一体型を含む）

２８　燃料電池、蓄電池の鼈置

×

○

○

リフォーム工事でないため不可

電池式も 筒象

リフォーム工事等と一体であれば－ｉ］‘

オールミイヒエ事等と 一体であれば ＩＨ クッキ

ング ヒーター も可 （据え置 き方 も可）

※電気機器等のみの単純な買換えは、

Ｎ０．３０の電気製品購入にあたるため不

可

Ｘ　 リフ ォーム工事で はな いた め不 ７ｉＴ

※緊途環境ほ全課に補助あり

※鬼北の ｍ住宅団 地に つい てはを両

振興氛に補助鼈度おり

Ｘ　 リフォーム工事ではないた め不可

※Ｓ「」途環境保釡氛に補助あり

２９　防き［！装置 （ｔ視カ メラ 、赤弗線防ｊ［！ システム、テレビＴアホン、防Ｓ　Ｏ

用ライト 等］

３０　電気製品の購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｘ

３１　スイッチ、コンセント、髱線の設置等の電気工事　　　　　　　　０

３２　電話、ＬＡＮ、ＴＶ、 Ｐｃ 等のＳ線工事　　　　　　　　　　　ｘ

３３　加１デジ 、ｃｓ等のアンテナ取付工事　　　　　　　　　　　　　ｘ

３４　ま・ 天＃Ｓめ ｊき みスピり一設置工事、 アロシに クター設置工事　ｘ

３５　ぬヨ兵工事の施工に伴 う補償費の対象と なる工事　　　　　ｘ

３６　合併浄化槽の設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　０

３７　 バリ アフ リー等改修工事　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

リフォーム工事等と一体であれば可

３８　住宅を新たに建築又は購入する

３９　他の補助金を利只１する場合

４０　その他

×

△

△

購入が圭であ るた め不凧

リフォーム工事等と一体であればｊ］＾

リフォーム工事ではないため不可

リフォーム工事ではないため不可

リフォーム工事ではないた め不可

リフォーム工事等 と一体であれば‾鳶

保せ介護ｔに補助の申請をする もの

（部分） は‾い］‘

不可

利用する場合は、 申告 して ください。

個５３１」審をにより 決定

Ｒ３ ．５ 改ｍ


